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１ 策定経過 
 全体会議 

開催日 回 内容 

平成 30年 

５月 25日（金） 
第１回 

・委嘱状等交付 

・次期男女共同参画プラン策定の趣旨説明及び策定体制・

今後のスケジュールについて 

・焼津市の男女共同参画についての市民意識調査・事業所

実態調査の結果報告 

・基調講演（犬塚協太氏） 

 

 焼津市男女共同参画プラン策定市民会議 

開催日 回 内容 

平成 30年 

７月 20日（金） 
第２回 

・ワーキンググループ会議、策定委員会の経過報告 

・基本的施策・課題についての討論 
10月 17日（水） 第３回 

・第２次男女共同参画プランの施策推進状況報告（各課ヒ

アリングの結果報告） 

・ワーキンググループ会議、策定委員会の経過報告 

・施策の方向、具体的施策、基本的施策内の重点目標の協

議 

・基本目標の確認 

平成 31年 

２月 14日（木） 
第４回 

・パブリックコメントの結果報告 

・第３次男女共同参画プラン（案）の最終確認 

 

 焼津市男女共同参画プラン策定委員会 

開催日 回 内容 

平成 30年 

７月 13日（金） 
第２回 

・ワーキンググループ会議の経過報告 

・各グループ（分野）での上記協議結果の討論・発表、基

本的施策の骨子案作成 

10月３日（水） 第３回 

・策定市民会議、ワーキンググループ会議の経過報告 

・基本目標及び基本的施策の討論 

・施策の方向、具体的施策の討論 
平成 31年 

２月６日（水） 
第４回 

・パブリックコメントの結果報告 

・第３次男女共同参画プラン（案）の最終確認 
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 焼津市男女共同参画プラン策定ワーキンググループ会議 

開催日 回 内容 

平成 30年 

６月 25日（月） 第２回 

・ワーキンググループの役割の確認 

・市民意識調査の分析結果報告 

・各グループ（分野）における、現状・課題・プランに反

映すべき調査結果の意見交換ならびに理想像の共有、

「施策の方向」の修正案・新規追加案の意見交換 

８月 31日（金） 第３回 
・策定委員会、策定市民会議の経過報告 

・施策の方向、具体的施策の討論・発表 

10月 30日（火） 第４回 

・策定委員会、策定市民会議の経過報告 

・各グループ（分野）での取組についての討論・発表 

・数値目標の設定についての討論・発表 

 

 市民意識調査・事業所実態調査・グループインタビュー・パブリックコメント 

期間 内容 

平成 29年 

10月３日～ 

12月25日 

・市民意識調査の実施 

調査対象：焼津市在住の満 18歳以上の男女 2,000人 

調査方法：郵送配付・郵送回収 

有効回収数：960票（48.0％） 

・事業所実態調査の実施 

調査対象：焼津市内の事業所 200社 

調査方法：郵送配付・郵送回収 

有効回収数：110票（55.0％） 

平成 29年 

10月 20日～ 

12月 22日 

・グループインタビューの実施 

 対象：市内で活動する家庭教育学級、子育てサークル、家族介護者

の会、災害ボランティアコーディネーター、市民活動団体 

平成 30年 

12月 28日～ 

平成 31年 

１月 31日 

・パブリックコメントの実施 
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２ 委員名簿  

 

 

 

役職 分類 所属団体 氏名 

会 長 学識経験 静岡県立大学国際関係学部 教授 犬塚 協太 

委 員 

人権 焼津市人権擁護委員会 藁科 俊作 

地域 
焼津市自治会連合会 

（自治会関係者） 
村田 功 

地域 
焼津市ＰＴＡ連絡協議会 

（小中学校保護者） 
鈴木 英子 

教育 
焼津市私立幼稚園協会 

（幼稚園関係者） 
佐野 正子 

教育 
焼津市校長会 

（学校教育関係者） 
稲森 和子 

職場 
焼津商工会議所 

（企業） 
服部 豪人 

職場 （一社）焼津青年会議所 柴田 亜弓 

職場 静岡県退職女性教職員の会 越後 絹子 

職場 焼津公共職業安定所 三浦 徹 

福祉 
焼津市民生委員児童委員協議会 

（福祉関係者） 
釜田 和子 

福祉 
焼津市保育園協会 

（福祉関係者） 
飯田 裕行 

市民公募  岡村 幸治 

市民公募  近藤 征夫 

市民公募  髙梨 和子 

男女共同参画プラン策定市民会議 

任期：平成 30年 5月 25日～平成 31年 3月 31日 

順不同・敬称略 
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役職 職名 氏名 

委員長 市民部長 岡村 敏典 

委 員 

人事課長 池谷 功武 

広報広聴課長 松永 行弘 

地域防災課長 川村 剛之 

くらし安全課長 河守 孝典 

地域福祉課長 石川 雅章 

地域包括ケア推進課長 落合 和弘 

健康福祉部次長兼健康づくり課長 田島 和幸 

子育て支援課長 鈴木 利明 

こども相談センター所長 杉山 佳丈 

商業・産業政策課長 大石 一宏 

学校教育課長 近藤 和人 

社会教育課長 冨田 明裕 

市民協働課長 堀内 千穂 

係長職以上の女性職員のうちから 3人以内で

市長が指名する者 

吉川 康穂（保険年金課） 

池ヶ谷 久子（文化・交流課） 

法月 優子（出納室） 

任期：平成 30年 5月 25日～平成 31年 3月 31日 

男女共同参画プラン策定委員会 
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分野 所属等 氏名 

地域・家庭・教育 

市民協働課（市民協働・男女共同参画担当） 鈴木 寿彦 

学校教育課 吉永 範子 

地域防災課 鈴木 祐喜 

家庭教育ネットワーカー 長谷川 友子 

（社）焼津市社会福祉協議会（宣言事業所） 法月 秀人 

労働・社会参加 

人事課 福田 美登里 

商業・産業政策課 増田 成章 

社会教育課 大石 宗弘 

社会福祉法人正生会 

特別養護老人ホーム つばさ（宣言事業所） 
曾根 晃一 

株式会社いちまる（宣言事業所） 渋谷 瀬奈 

人権・健康 

市民協働課（市民協働・男女共同参画担当） 鈴木 千鶴 

くらし安全課 関口 路子 

健康づくり課 池谷 智子 

こども相談センター 渡邉 英昭 

NPO 法人静岡家庭教育サポート協会（宣言事業所） 海野 順子 

男女共同参画プラン策定ワーキンググループ会議 

任期：平成 30年 5月 25日～平成 31年 3月 31日 

順不同・敬称略 
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３ 用語集 
用語 意味 

Ａ
あっ

しおかぜ やいづ市男女共同参画情報紙。年に２回、広報やいづ（７月１日号、

11月１日号）に折り込まれ配布される。 

Ａ
あっ

は「あっ！」という気持ちを表すほか、「Appeal」「Action」な

どの頭文字でもある。あなたの「Ａ」を見つけてほしいという願い

も込めている。 

一般事業主行動計画 事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整

備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備な

どに取り組むに当たって、計画期間・目標・目標を達成するための

対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定する計画のこと。 

M
エム

字カーブ 女性の労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）が、

結婚・出産期に当たる年代に一時低下し、育児が落ち着いた時期に

再び増加する現象のこと。 

※ 労働力人口：働く意思と能力を持つ人の総数のこと。 

就業者＋求職中の完全失業者。 

L G B T
エルジービーティ

 Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛

者）、Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、Transgender（ト

ランスジェンダー、性別越境者）の頭文字をとった単語で、性的マ

イノリティの総称のひとつ。 

キャリア教育 子ども、若者一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤

となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達（社会の中

で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過

程）を促す教育のこと。 

くるみんマーク 次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の子育て支援のための

行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たす場合に、

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた企業

が使用できるマークのこと。取得回数に応じてマークの星の数が増

えていく。 

合計特殊出生率  １人の女性が生涯の間で何人子どもを産むかということを表す数

値で、15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。 

ジェンダー・ギャップ指数 各国内の男女間の格差を数値化したもの。経済分野、教育分野、保

健分野及び政治分野のデータから算出される。0が完全不平等、1

が完全平等を意味し、性別による格差を明らかにできる。 

女性活躍推進法 正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。

女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公

表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共

団体、民間企業等）に義務付けられた。 

性的マイノリティ 多数派とは異なる性的指向や性自認、又は性的な特徴を持つ人たち

の総称。 
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用語 意味 

性別による固定的役割分担 

意識 

男女を問わず個人の能力などによって役割の分担を決めることが適当で

あるにも関わらず、男性・女性という性別を理由として役割を固定的に

決めること。例として「男は仕事・女は家庭」「男は主要な業務・女は補

助的な業務」などがある。 

男女共同参画社会づくり 

宣言事業所登録制度 

県内事業所・団体が、女性の参画拡大やワーク・ライフ・バランスなど

男女共同参画に取り組むことを「宣言」として県に登録し、県は宣言事

業所・団体を積極的に PR するとともに、宣言の実施を支援する制度の

こと。 

地域子育て支援センター 子育て家庭の交流や情報交換の場を提供するとともに、育児相談を行っ

たり、子育てに関わる催し・講座などを開催して地域の子育て家庭を支

援する施設のこと。 

テレワーク 勤労形態の一種で、ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所の制約を

受けずに柔軟に働く形態をいう。 

デート DV 交際相手から振るわれる暴力のこと。 

特定事業主行動計画 平成 15 年に成立した「次世代育成支援対策推進法」において、国の各

府省や地方公共団体等は特定事業主として、自らの職員の子どもたちの

健やかな育成のために策定する計画のこと。 

ドメスティック・バイオレン

ス（DV） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力

のこと。暴力には身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力など

がある。 

・身体的暴力 

殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの

身体に対する暴力。 

・精神的暴力 

人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的

嫌がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるの

ではないかと恐怖を感じるような脅迫。 

・性的暴力 

相手が望んでいないのに性的な行為を強要するなどの性的な暴力。 

・経済的暴力 

生活費を渡さない、配偶者を働かせないなどの経済的手段を用いた暴

力。 

働き方改革 就業者の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を

実現し、就業者一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにするこ

とを目指す改革のこと。 
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用語 意味 

ハラスメント 他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快

にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えた

りすること。 

・ セクシャル・ハラスメント 

  性的な言動によって相手の望まない行為を要求したり、身体的

な接触を強要したり、それを拒んだ相手に対して不利益を与え

たりする性的嫌がらせのこと。 

・ パワー・ハラスメント 

   同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職

場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・

身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられたりする

行為のこと。 

・ マタニティ・ハラスメント 

  妊娠・出産したこと、産前産後休業・育児休業等の申出をした

こと、取得したこと等を理由とした、解雇その他不利益な取扱

いや、上司や同僚による嫌がらせのこと。 

病児・病後児保育 小学校３年生までの子育て家庭において、子育てと仕事の両立支援

を図るため、けがや病気の回復期に至らない子どもや、けがや病気

の回復期にある子どもを一時的に施設において預かること。 

ファミリー・サポート・センター 地域において、子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員とな

り、育児について助け合う会員組織のこと。援助の内容は、子ども

の一時的な預かりや、保育園・放課後児童クラブへの送迎などがあ

る。 

不育症治療 流産、死産、早期新生児死亡を繰り返した場合、不育症と診断され

る。その後の検査で見つかったリスク因子について行う治療のこ

と。 

ポジティブ・アクション 固定的な性別役割分担意識や過去の経緯から、男女間に差別が生じ

ている場合、このような差別を解消しようと行われる自主的かつ積

極的な取組のこと。 

リプロダクティブ・ヘルス／ 

ライツ 

前者は、性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的に

も精神的にも社会的にも良好な状態であること。後者は、自分の意

思が尊重され、自分の性と生殖に関する事柄を自分自身で決められ

る権利のこと。 

ワーク・ライフ・バランス 「仕事と生活の調和」と訳される。「仕事」と育児や介護、趣味や

学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、

その両方を充実させる働き方・生き方のこと。 
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４ 関連法令
■ 男女共同参画社会基本法 

平成 11年 6月 23日法律第 78号 

改正 平成11年 7月16日法律第102号 

同 11年12月22日同 第160号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会にお

ける取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の

努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社

会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにそ

の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一

世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国

民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的

に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊

要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定

め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ

計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制

度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女

の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこ

とにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

があることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成

員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体

における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相

互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取

組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の

形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措

置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその

地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ

る分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状

況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策についての報告を提出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の

状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出し

なければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」と

いう。）を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるも
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一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共

同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用

する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該

都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計

画」という。）を定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画

計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村

男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければなら

ない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町

村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たって

は、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理

念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければ

ならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害

する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促

進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共

同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図

るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形

成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事

項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮

問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、

基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる

こと。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形

成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織す

る。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。2 議長は、

会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指

定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のう

ちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分

の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数

は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならな

い。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。た

だし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要がある

と認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要

な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力

を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認

めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力

を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員そ

の他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 
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附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法

（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置かれ

た男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれ

た審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定

により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法

律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員

として任命されたものとみなす。この場合において、その任命さ

れたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわら

ず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定

により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条

第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この

法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長

として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職

務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年

法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、

第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従

前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任

期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の

職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日

に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年

一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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■ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律 

平成27年9月4日公布 

法律第64号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、

又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業

生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」

という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活

における活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、

もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる

豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活におけ

る活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、

昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の

積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役

割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に

発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性

が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由

によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に

関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男

女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために

必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑

かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければ

ならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職

業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべき

ものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活に

おける活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第一項に

おいて「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用

しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極

的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資す

る雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方 

公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女

性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本

方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次

に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関

する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備

に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を

推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域

内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められていると

きは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ

効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第

一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定

する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と 

総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指

針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、

事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関

する事項 
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三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計

画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」

という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超える

ものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画

（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施によ

り達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務

年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍

を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結

果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、

前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数

値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これ

を労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これ

を公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下

のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計

画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第

六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届

出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定める

ところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なも

のであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するも

のである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一

項において「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供

の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若し

くは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商

品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することがで

きる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の

表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般

事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものを

いう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事

業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合に

おいて、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとする

ときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六

条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主にい

ては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業

協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された

組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又

は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするも

の（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、

その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働

大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準

に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すこと

ができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労

働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出

があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五

条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四

十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の

規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者

について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五

十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第

二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。こ

の場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行お

うとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労

働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。 
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６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適

用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被

用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中

「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四

号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談

及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情

報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基

づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該

募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般

事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規

定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の

策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基

づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に

努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの

職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、政

令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特

定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条にお

いて同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施によ

り達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の

状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改

善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に

基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活

躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

情報を定期的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、

職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする

女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の

紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で

定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務

に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地

方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するた

め、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律に

よって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役

務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定

一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況

又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」と

いう。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するもの

とする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受

注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるも

のとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活 

躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を

得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 
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第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍

の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共

団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第

十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規

定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の

職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することによ

り、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内に

おいて第十八条第三項の規定による事務の委託がされている場

合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるもの

とする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項におい

て「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女

性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機

関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行う

ものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令

で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事

していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、第八条第一項に規定する 

一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告

をすることができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十

一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の

募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲

役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集

に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二

項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は

第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項

の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条、

第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第

七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三

十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年

四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力

を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた

者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規

定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た

秘密については、第二十四条の規定（同条に係る罰則を含む。）

は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおそ

の効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、

この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、

この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、こ

の法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。 
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（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一

部を次のように改正する。 

別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加える。 

二十の二十六 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成二十七年法律第六十四号） 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次

のように改正する。 

附則第二条第二項の表に次のように加える。 

平成三十八年三月三十一日 女性の職業生活における活躍の推進

に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成二十七年法律第六十四号）第五条第一項に規定するも

のをいう。）の策定及び推進に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


